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都道府県におけるリサイクル製品等の認定制度の状況について 

１．制度の制定状況 

各都道府県のホームページから当該制度の有無、制度内容等の掲載状況について調

査を実施した。その結果、別表に示した 29 府県においてリサイクル製品等の認定制
度が制定のされていることが確認された。制定年度別にみると、下表のとおりであり、

本年度は 10府県で制度が開始されている。 

表 都道府県におけるリサイクル製品等の認定制度の制定年度 

年 度 都道府県数

平成 12年度以前 5
平成 13年度 5
平成 14年度 4
平成 15年度 5
平成 16年度 10

２．制度の概要 

(1) 制度の目的 

都道府県により異なるものの、制度の主たる目的は、以下のとおり。 
 循環型社会の形成促進 
 廃棄物等の発生抑制、循環資源の有効活用 
 リサイクル産業の育成・振興 等 

(2) 対象製品の認定要件 

① 循環資源の配合率以外の要件 

製品に求められる品質（JIS、JAS、土木工事共通仕様書等への適合又は準拠等）・
安全性（特別管理廃棄物でないこと、土壌溶出基準を満たすこと等）が確保される

ことを前提として、ほとんどの府県（茨城県、愛知県及び沖縄県を除く 26 府県）
において、以下の 3つが製品の認定要件としてあげられている。 

 原則として当該都道府県内で発生する循環資源を利用した製品である
こと 
 当該都道府県内で製造加工される製品であること（茨城県及び愛知県に
ついては国内の製造者） 
 既に当該都道府県内で販売されている、又は製品認定の申請から 6ヶ月
以内に当該都道府県内において販売される製品であること 

参考資料２
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② 循環資源の配合率の基準 

循環資源（再生資源等）の配合率に係る基準は、大きく分けて以下の 3つに分類
される。 

 グリーン購入法に基づき各都道府県が定めるグリーン購入に係る基本
方針の判断の基準に準ずる場合 
 エコマークの認定基準（再生資源の配合率等の基準）に準ずる場合 
 循環資源（再生資源等）の配合率に係る独自の基準を設定する場合 

グリーン購入に係る基本方針の判断の基準に準ずる場合は、概ね国の基本方針と

同一の基準となっている。 
なお、制度を設けている各府県ともに、上記の基準に依らず、製品の製造、販売

事業者等からの認定申請に基づき、当該製品の基準に係る審査を実施し、随時基準

を設定する手続を担保している。 

(3) その他 

① 認定の有効期間 

期間の長短はあるが、製品認定の有効期間は 3年程度としている場合が多い。 

② 認定製品の表示 

認定製品については、各府県が定める製品認定マークを表示することができる。 

③ 認定製品の利用拡大 

認定製品の利用拡大を図るため、以下のような取組を定めている場合が多い。 
 当該都道府県における認定製品の優先的、率先的な調達（条例、要綱、
グリーン購入に係る基本方針等に明記している例） 
 当該都道府県内市町村に対し、調達に当たっての配慮要請 
 認定製品に関する情報提供、普及啓発 
 認定製品の調達、使用状況等の把握 等 
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○

○
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製
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録

制
度

平
成
1
5
年
度
環
境
局
廃
棄
物
対
策
総
室

循
環
型
社
会
推
進
室
循
環

シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ

○
○

○
○

○
2
2
品
目
（
7
8
細
品
目
）
に
つ
い
て
個
別
に
基

準
設
定

山
口
県

山
口
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定

普
及
制
度

平
成
1
2
年
度
環
境
生
活
部
廃
棄
物
・
リ

サ
イ
ク
ル
対
策
課
ゼ
ロ
エ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
推
進
班

○
○

○
○

○

品
目
ご
と
に
別
に
定
め
る
率
の
循
環
資
源

を
、
部
品
そ
の
他
製
品
の
一
部
と
し
て
使

用
、
ま
た
は
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し

て
い
る
こ
と

徳
島
県
（
W
E
B
で
の
情
報
公
開
な
し
）

詳
細
未
定

香
川
県

香
川
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定

制
度
（
香
川
県
環
境
配
慮
モ
デ
ル

「
香
川
県
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製

品
」
）

平
成
1
3
年
度
環
境
森
林
部
廃
棄
物
対
策

課
資
源
化
･
処
理
事
業
推

進
室
資
源
化
推
進
グ
ル
ー

プ
○

○
○

○
○

申
請
に
基
づ
き
、
エ
コ
マ
ー
ク
認
定
基
準
等

を
参
考
の
上
、
適
宜
設
定

愛
媛
県
愛
媛
県
資
源
循
環
優
良
モ
デ
ル

認
定
制
度

平
成
1
3
年
度
県
民
環
境
部
環
境
局
廃
棄

物
対
策
課
環
境
産
業
振
興

係
○

○
○

○
○

エ
コ
マ
ー
ク
認
定
基
準
と
同
等
の
率
の
再
生

資
源
の
使
用

高
知
県
高
知
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
等
認

定
制
度

平
成
1
6
年
度
文
化
環
境
部
循
環
型
社
会

推
進
課

○
○

○
○

○
○

全
般
的
に
グ
リ
ー
ン
購
入
法
の

判
断
の
基
準
と
ほ
ぼ
合
致

福
岡
県
（
W
E
B
で
の
情
報
公
開
な
し
）

平
成
1
7
年
度

（
予
定
）

詳
細
不
明
（
「
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
制

度
」
を
平
成
1
7
年
度
導
入
に
向
け
準
備
中
）

佐
賀
県

佐
賀
県
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
製

品
認
定
制
度

平
成
1
3
年
度
く
ら
し
環
境
本
部
廃
棄
物

対
策
課

○
○

○
○

○
○

「
衛
生
用
紙
」
「
情
報
用
紙
」

及
び
「
事
務
用
品
」
に
つ
い
て

は
グ
リ
ー
ン
購
入
法
の
判
断
の

基
準
と
合
致

1
4
製
品
類
型
に
つ
い
て
個
別
に
基
準
設
定

長
崎
県
（
W
E
B
で
の
情
報
公
開
な
し
）

熊
本
県
（
W
E
B
で
の
情
報
公
開
な
し
）

大
分
県
大
分
県
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
製

品
認
定
制
度

平
成
1
5
年
度
生
活
環
境
部
廃
棄
物
対
策

課
○

○
○

○
○

○
○

全
般
的
に
グ
リ
ー
ン
購
入
法
の

判
断
の
基
準
と
ほ
ぼ
合
致

9
品
目
に
つ
い
て
個
別
に
基
準
設
定

宮
崎
県
（
W
E
B
で
の
情
報
公
開
な
し
）

鹿
児
島
県
（
W
E
B
で
の
情
報
公
開
な
し
）

沖
縄
県
沖
縄
県
リ
サ
イ
ク
ル
資
源
評
価

認
定
制
度

平
成
1
6
年
度
土
木
建
築
部
技
術
管
理
室

○
○

○
○

1
5
品
目
に
つ
い
て
個
別
に
基
準
設
定
。
資
材

以
外
の
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
制
度
に
つ
い

て
は
詳
細
未
定
（
平
成
1
6
年
度
創
設
予
定
）

注
１
：
各
都
道
府
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
か
ら
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
担
当
部
署
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

注
２
：
「
製
品
の
認
定
等
に
係
る
要
件
」
の
「
循
環
資
源
配
合
率
以
外
の
要
件
」

・
「
県
内
資
源
、
県
内
製
造
」
と
は
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
内
に
お
い
て
発
生
し
た
循
環
資
源
を
利
用
し
、
当
該
都
道
府
県
内
に
お
い
て
製
造
加
工
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
こ
と

・
「
市
場
性
」
と
は
、
製
品
認
定
申
請
時
点
に
お
い
て
既
に
当
該
都
道
府
県
内
で
販
売
さ
れ
て
い
る
、
又
は
申
請
か
ら
６
ヶ
月
以
内
に
当
該
都
道
府
県
内
に
お
い
て
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
る
こ
と

・
「
安
全
性
」
及
び
「
品
質
・
規
格
」
と
は
、
製
品
に
求
め
ら
れ
る
安
全
性
（
特
別
管
理
廃
棄
物
で
な
い
こ
と
等
）
及
び
品
質
（
J
I
S
規
格
等
）
を
満
足
す
る
製
品
で
あ
る
こ
と

注
３
：
「
製
品
の
認
定
等
に
係
る
要
件
」
の
「
循
環
資
源
配
合
率
の
基
準
」

・
「
基
本
方
針
」
と
は
、
グ
リ
ー
ン
購
入
法
に
基
づ
き
各
都
道
府
県
が
策
定
し
た
グ
リ
ー
ン
購
入
に
係
る
基
本
方
針
に
定
め
る
判
断
の
基
準
が
製
品
の
認
定
に
係
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
場
合

・
「
エ
コ
マ
ー
ク
」
と
は
、
エ
コ
マ
ー
ク
の
認
定
基
準
が
製
品
の
認
定
に
係
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
場
合

・
「
独
自
基
準
」
と
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
独
自
に
定
め
た
基
準
が
主
要
な
製
品
の
認
定
基
準
で
あ
る
場
合
。

な
お
、
各
都
道
府
県
と
も
、
上
記
の
基
準
に
依
ら
ず
製
品
の
認
定
申
請
に
基
づ
き
、
審
査
を
実
施
し
随
時
基
準
を
設
定
す
る
手
続
を
設
け
て
い
る

－
3－


